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新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）等に使用するファイザー社ワクチン 

及び武田／モデルナ社ワクチンの配分等について（その２） 

 

今般、厚生労働省より、各都道府県衛生主管部（局）宛てに標記の事務連絡がなさ

れましたのでご連絡申し上げます。 

本事務連絡では、初回接種の完了から８か月以上の経過を待たずに追加接種を実施

する場合の必要分として武田／モデルナ社ワクチン約 376万回分、４月の追加接種等

の必要分（1,818 万回分）の一部として、ファイザー社ワクチン約 203 万回分、武田

／モデルナ社ワクチン約 124万回分を別紙１、２のとおり、各都道府県へ追加で割り

当てる旨連絡するものです。 

これを踏まえ、別紙３、４のとおり、ファイザー社ワクチンは、３回目第３クール

（V-SYS 上の名称は「PF3rd03」）として、6,834 箱（約 800 万回分）と追加分 1,732

箱（約 203万回分）の合計 8,566箱（約 1,002万回分）が令和４年２月 14日・21 日

の週に、武田／モデルナ社ワクチンは、３回目第２クール（V-SYS 上の名称は

「TM3rd02」）として、３回目第１クールで受け取ることができなかったワクチンと

追加分 33,364 箱（約 500 万回分）の合計が令和４年２月７日の週に配送される予定

です。 

その他の留意点等の概要は下記の通りです。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会お

よび関係医療機関に対する情報提供についてご高配のほどお願い申し上げます。 

 

記 

 

○ファイザー社ワクチン３回目第３クールにおいても、引き続き１バイアルから６回

採取可能な接種用の注射針及びシリンジ並びに希釈用の注射針及びシリンジを配布

する。 

 

○ファイザー社ワクチン３回目第３クールの割当てに係る作業の概要は下記のとお

りとする。 

・ファイザー社ワクチン、注射針及びシリンジの配送を希望する基本型接種施設は、

都道府県・市町村と調整の上、１月 24日（月）15時までに納品数を登録する。 

・２月１日（火）中までに、V-SYS へ基本型接種施設ごとの納入予定日が入力される。 

 



○武田／モデルナ社ワクチン３回目第３クールを設けて、３回目第２クールで配分し

たワクチンの一部又は全部を受け取れない場合に残余の配送を行う。 

※３回目第１、２クールで配分したワクチンは、３回目第４クール以降で受け取る

ことができないこと。 

 

○武田／モデルナ社ワクチン３回目第１、２、３クールでは、１バイアルから 15 回

以上採取可能な注射針及びシリンジの組合せを配布する。 

 

○武田／モデルナ社ワクチン３回目第２、３クールの割当てに係る作業の概要は下記

のとおりとする。 

・武田／モデルナ社ワクチン、注射針及びシリンジの配送を希望する施設は、都道府

県・市町村と調整の上、以下の期限までに納品数を登録する。 

 

武田／モデルナワクチン３回目第２クール：１月 14日（金）15時 

武田／モデルナワクチン３回目第３クール：１月 28日（金）15時 

 

・配送予定施設ごとに割り当てられた配送箱数を踏まえて、以下の週に配送される。 

 

武田／モデルナワクチン３回目第２クール：２月７日の週 

武田／モデルナワクチン３回目第３クール：２月 21日の週 

 

参考： 

「初回接種完了から８か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考

え方について」令和３年 12 月 20 日（健Ⅱ459F） 

「新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）の体制確保について（その３）」令和３年 12 月 17 日

（健Ⅱ453F） 

「新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）等に使用するファイザー社ワクチン及び武田／モデル

ナ社ワクチンの配分等について」令和３年 11 月 19 日（健Ⅱ410F） 

「ファイザー社ワクチン及び武田／モデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて」令和３年 11 月

17 日（健Ⅱ403F） 



事  務  連  絡 

令和３年 12 月 22 日 

 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

厚生労働省健康局健康課予防接種室 

 

 

新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）等に使用するファイザー社 

ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの配分等について（その２） 

 

 

新型コロナワクチンについて、ファイザー社ワクチンによる追加接種（３回目接種）

は 12 月１日から開始されており、武田/モデルナ社ワクチンによる追加接種についても

予防接種実施規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 192 号）により予防

接種法上の予防接種として位置付けられました。また、「初回接種完了から８か月以上

の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について」

（令和３年 12 月 17 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡。以下、「12 月

17 日付け事務連絡」という。）を踏まえ、初回接種の完了から８か月以上の経過を待た

ずに追加接種を実施する場合に必要なワクチン及び４月の追加接種等で必要なワクチ

ンとして、ファイザー社ワクチン（約 203 万回分）及び武田/モデルナ社ワクチン（約

500 万回分）を各都道府県へ割り当てることとしました。 

ファイザー社ワクチン３回目第３クール（ワクチン接種円滑化システム（以下「V-SYS」

という。）上の名称は「PF3rd03」）については、「新型コロナワクチン追加接種（３回目

接種）等に使用するファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンの配分等につ

いて」（令和３年 11 月 17 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡。以下「11

月 17 日付け事務連絡」という。）でお示しした 6,834 箱（約 800 万回分）と追加で配分

する 1,732 箱（約 203 万回分）を合計した 8,566 箱（約 1,002 万回分）のワクチンを令

和４年２月 14 日の週及び令和４年２月 21 日の週に配送予定です。 

また、武田/モデルナ社ワクチン３回目第２クール（V-SYS 上の名称は「TM3rd02」）に

ついては、11 月 17 日付け事務連絡でお示しした武田/モデルナ社ワクチン３回目第１

クールで受け取ることができなかったワクチンに加えて、追加で配分する 33,364 箱（約

500 万回分）のワクチンを合計したものを令和４年２月７日の週に配送予定です。 

つきましては、下記の点についてご対応・ご承知おきいただくとともに、管内の市町

村（特別区を含む。以下同じ。）及び接種を予定する医療機関並びに関係団体への連絡

をお願いします。なお、接種に当たっては、「ファイザー社ワクチン及び武田／モデル

ナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて」（令和３年 11 月 16 日厚生労働省健康局健

康課予防接種室事務連絡）も踏まえつつ、ワクチンの使用期限に注意し、有効期限の短

いバイアルから使用してください。 

 



記 

 

１．ワクチンの割当て等について 

11 月 17 日付け事務連絡でお示ししたとおり、追加接種等に必要なワクチンについ

ては、ファイザー社ワクチンと武田/モデルナ社ワクチンを合わせて十分な量を配分

することとします。 

新型コロナワクチンの追加接種については、12 月 17 日付け事務連絡において、初

回接種の完了から８か月以上の経過を待たずに追加接種を実施する場合の接種対象

者等について示されています。これを踏まえ、ファイザー社ワクチン及び武田/モデ

ルナ社ワクチンについて、 

・ 初回接種の完了から８か月以上の経過を待たずに追加接種を実施する場合の接

種対象者に追加で必要となるワクチンとして、武田/モデルナ社ワクチン（約 376 万

回分）の都道府県別配分量 

・ ４月の追加接種等で必要なワクチン（1,818 万回分）の一部として、ファイザー

社ワクチン（約 203 万回分）及び武田/モデルナ社ワクチン（約 124 万回分）の都

道府県別配分量 

を加えた配分量は別紙１及び別紙２のとおりです。今般のワクチンの配分について、

具体的な考え方は別添に示すとおりです。 

配送されるワクチンについては、都道府県が市町村と協力して小分け等の必要な調

整を行い、ワクチンの偏在が生じないようにしてください。 

 

２．ワクチンの割当てに係る留意点について 

市町村別の割当数については、11 月 17 日付け事務連絡でお願いしたとおり、都道

府県において、地域の実情を踏まえた調整をお願いします。 

武田/モデルナ社ワクチン３回目第２クールについては、武田/モデルナ社ワクチン

３回目第１クールで配分したワクチンの一部又は全部を受け取れない場合に残余の

配送を行う（11 月 17 日付け事務連絡でお示ししたとおり）とともに、追加で約 500

万回分のワクチンを配分します。また、武田/モデルナ社ワクチン３回目第３クール

を設けて、３回目第２クールで配分したワクチンの一部又は全部を受け取れない場合

に残余の配送を行うこととします。なお、武田/モデルナ社ワクチン３回目第１クー

ル及び３回目第２クールで配分したワクチンについては、３回目第４クール以降で受

け取ることができないため、３回目第３クールまでに必要な量をすべて受け取るよう

にしてください。 

 

３．ファイザー社ワクチン接種に使用する針・シリンジについて 

３回目第３クールにおいても、引き続き１バイアルから６回採取可能な接種用の注

射針及びシリンジ並びに希釈用の注射針及びシリンジを配布します。配送する注射針

及びシリンジの組合せは、追ってお知らせします。 

なお、１バイアルから７回採取ができる場合は、接種に使用して差し支えありませ

ん。 



 

４．ファイザー社ワクチンの割当てに係る作業について 

３回目第３クールのワクチンの割当てに係る作業は V-SYS を利用して進めます。以

下に示すスケジュールで作業を進めていただきますようお願いいたします（別紙３参

照）。なお、１か所でも作業が遅れると、全体の配送スケジュールに影響するため、期

限内に作業を終えていただきますようご協力をお願いいたします。 

(1) 納品数の登録【基本型接種施設における作業】 

ファイザー社ワクチン、注射針及びシリンジ（以下「ファイザー社ワクチン等」

という。）の配送を希望する基本型接種施設は、都道府県・市町村と調整の上、１月

24 日（月）15 時までにワクチン等の納品数（都道府県・市町村と調整後の納品数）

を登録してください。 

なお、システムの仕様上、V-SYS 上で納品数の登録がない場合、ファイザー社ワ

クチン等の分配作業ができないため、納品を受ける施設は必ず入力が必要です。 

(2) 都道府県ごとの配送箱数の割り当て【厚生労働省予防接種室における作業】 

厚生労働省健康局健康課予防接種室（以下「当室」という。）において、１月 25

日（火）12 時までに、別紙１のファイザー社ワクチン３回目第３クールとして示し

たとおり、都道府県ごとに配送箱数の割り当てを行います。 

(3) 市町村ごとの配送箱数の割り当て【都道府県における作業】 

都道府県において、１月 25 日（火）18 時までに、市町村ごとに配送箱数を割り

当ててください。 

なお、都道府県から市町村への配分を行う際に、前クールまで V-SYS 上に初期値

（デフォルト値）が入力されていましたが、３回目第３クール以降は初期値が入力

されていません。これまでの初期値に相当する値を参考に割り当て作業を行いたい

場合は、分配シミュレーション機能の「接種対象者数比モード」（V-SYS 操作マニュ

アルの 2.3 参照）を実行してください。また、シミュレーション結果から市町村へ

の割当量を変更する際には、手動での修正が必要となります。 

(4) 市町村ごとの配送箱数の確定処理【当室における作業】 

当室において、１月 26 日（水）12 時までに、市町村ごとの配送箱数の割り当て

の確定処理を行います。 

(5) 基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当て【市町村における作業】 

市町村において、１月 27 日（木）12 時までに、基本型接種施設ごとに配送箱数

を割り当ててください。 

(6) 基本型接種施設ごとの配送箱数の確定処理【都道府県における作業】 

都道府県において、１月 27 日（水）18 時までに、基本型接種施設ごとの配送箱

数の割り当ての確定処理を行ってください。 

(7) 配送計画の策定及び納入予定日の入力【ファイザー社における作業】 

ファイザー社は、基本型接種施設ごとに割り当てられた配送箱数を踏まえて、配

送計画を立てます。その後、２月１日（火）中までに、V-SYS へ基本型接種施設ご

との納入予定日を入力します。 

 



５．武田/モデルナ社ワクチン接種に使用する針・シリンジについて 

武田/モデルナ社ワクチンに係る追加接種は、１・２回目接種の用量（0.5mL）の半

分である 0.25mL を筋肉内に注射することとされています。３回目第１クール、３回

目第２クール及び第３クールでは、１バイアルから 15 回以上採取可能な注射針及び

シリンジの組合せを配布します。配送する注射針及びシリンジの組合せは、追ってお

知らせします。 

なお、１バイアルから 16 回以上採取ができる場合は、それを接種に使用して差し

支えありません。 

 

６．武田/モデルナ社ワクチン３回目第２クール及び３回目第３クールの割当てに係る

作業について 

３回目第２クール及び３回目第３クールのワクチンの割当てに係る作業は V-SYS

を利用して進めます。以下に示すスケジュールで作業を進めていただきますようお願

いいたします（別紙４参照）。１か所でも作業が遅れると全体の配送スケジュールに

影響するため、期限内に作業を終えていただきますようご協力をお願いいたします。 

(1) 納品数の登録【納入予定施設における作業】 

武田/モデルナの社ワクチン、注射針及びシリンジ（以下「武田/モデルナ社ワク

チン等」という。）の配送を希望する施設は、都道府県・市町村と調整の上、以下の

期限までに武田/モデルナ社ワクチン等の納品数（都道府県・市町村と調整後の納

品数）を登録してください。 

なお、システムの仕様上、V-SYS 上で納品数の登録がない場合、武田/モデルナ社

ワクチン等の分配作業ができないため、納品を受ける施設は必ず入力が必要です。 

武田/モデルナワクチン３回目第２クール：１月 14 日（金）15 時 

武田/モデルナワクチン３回目第３クール：１月 28 日（金）15 時 

(2) 都道府県ごとの配送箱数の割り当て【当室における作業】 

当室において、以下の期限までに、別紙２の武田/モデルナ社ワクチン３回目第

２クール及び第３クールで示した配送箱数について、都道府県ごとに割り当てを行

います。 

武田/モデルナワクチン３回目第２クール：１月 17 日（月）12 時 

武田/モデルナワクチン３回目第３クール：１月 31 日（月）12 時 

(3) 市町村ごとの配送箱数の割り当て【都道府県における作業】 

都道府県において、以下の期限までに、市町村ごとに配送箱数を割り当ててくだ

さい。３回目第２クールについては、３回目第１クールと同様に、配分された数の

範囲内で受け取りが可能なワクチンの量を市町村に配分してください。残余のワク

チンについては、３回目第３クールにおける配分量となります。 

なお、都道府県から市町村への配分を行う際に、前クールまで V-SYS 上に初期値

（デフォルト値）が入力されていましたが、３回目第２クール以降は初期値が入力

されていません。これまでの初期値に相当する値を参考に割り当て作業を行いたい

場合は、分配シミュレーション機能の「接種対象者数比モード」（V-SYS 操作マニュ

アルの 2.3 参照）を実行してください。また、シミュレーション結果から市町村へ



の割当量を変更する際には、手動での修正が必要となります。 

武田/モデルナワクチン３回目第２クール：１月 17 日（月）18 時 

武田/モデルナワクチン３回目第３クール：１月 31 日（月）18 時 

(4) 市町村ごとの配送箱数の確定処理【当室における作業】 

当室において、以下の期限までに、市町村ごとの配送箱数の割り当ての確定処理

を行います。 

武田/モデルナワクチン３回目第２クール：１月 18 日（火）12 時 

武田/モデルナワクチン３回目第３クール：２月１日（火）12 時 

(5) 配送予定施設ごとの配送箱数の割り当て【市町村における作業】 

市町村において、以下の期限までに、配送予定施設ごとに配送箱数を割り当てて

ください。 

武田/モデルナワクチン３回目第２クール：１月 19 日（水）12 時 

武田/モデルナワクチン３回目第３クール：２月２日（水）12 時 

(6) 配送予定施設ごとの配送箱数の確定処理【都道府県における作業】 

都道府県において、以下の期限までに、配送予定施設ごとの配送箱数の割り当て

の確定処理を行ってください。 

武田/モデルナワクチン３回目第２クール：１月 19 日（水）18 時 

武田/モデルナワクチン３回目第３クール：２月２日（水）18 時 

(7) 配送準備 

武田薬品工業社及び地域担当卸は、配送予定施設ごとに割り当てられた配送箱数

を踏まえて、配送計画を立てます。その後、以下に示した週に武田/モデルナ社ワ

クチン等が配送されます。 

武田/モデルナワクチン３回目第２クール：２月７日の週 

武田/モデルナワクチン３回目第３クール：２月 21 日の週 

 

７．今後のワクチンの配送について 

ファイザー社ワクチン３回目第４クール及び武田/モデルナ社ワクチン３回目第４

クール以降の都道府県別の配分量等については、追ってお知らせします。 

 

  



（別添） 

武田/モデルナ社ワクチン３回目第２クール及びファイザー社ワクチン 

３回目第３クール（追加分）の都道府県別配分量の考え方 

 

１．令和４年３月までの追加接種に必要なワクチン量の追加について 

新型コロナワクチンの追加接種については、２回目接種の完了から、原則８か月以

上後に行うことを前提に、これまで令和４年３月までの追加接種に必要なワクチン量

を推計してきました。今般の追加接種の前倒しを踏まえ、追加で令和４年３月までに

必要となるワクチン量を推計します。 

(1) 前倒し対象者のうち、２か月前倒しとなる人数として、以下のとおり市町村別に

人数を推計します。 

① 医療従事者等については、７月 30 日の時点で２回目接種が完了した人数とし

て、接種施設から V-SYS に登録された人数（約 576 万人）を使用します。 

② 高齢者施設等の重症化リスクの高い集団（高齢者施設等の入所者及び従事者な

ど）については、各種統計等を利用し、高齢者施設等の利用者数（約 666 万人）

及び従事者数（約 231 万人）をそれぞれ推計する。これらの人数については、５

月１日から 10 月 31 日までに２回目接種が完了した人数としてワクチン接種記

録システム（以下「VRS」という。）に登録された高齢者及び一般の人数（12 月 12

日までに登録されたデータではそれぞれ約 3,257 万人、約 4,506 万人）の内訳と

見なして前倒し対象者とします。 

具体的な内訳の割り付け方については、以下のとおり一定の仮定の下で機械的

に行うこととします。 

 

・高齢者施設等の利用者（約 666 万人） 

入所施設・入院患者：推計利用者数及び入院患者数（約 369 万人）を７月 30 日

の時点でファイザー社ワクチンの２回目接種が完了した人数として接種施

設から V-SYS に登録された高齢者施設等従事者数（約 112 万人）の各月の人

数比（ただし、４月の人数は５月の人数に含める）に応じて全国値を按分し、

さらに月別に按分された全国値を市町村別に当該月の高齢者の人数比で按

分することにより、市町村別に２回目接種が完了した高齢者の人数の内訳と

見なします。 

通所施設：推計利用者数（約 296 万人）を 10 月 31 日までにファイザー社ワク

チンの２回目接種が完了した人数として VRS に登録された高齢者数の各月

の人数比に応じて全国値を按分し、さらに月別に按分された全国値を市町村

別に当該月の高齢者の人数比で按分することにより、市町村別に２回目接種

が完了した高齢者の人数の内訳と見なします。 

上記の利用者数を市町村別・月別に合計し、小数点以下を切り上げた人数を各

月の前倒し対象者数とします。 

 

 



・高齢者施設等従事者（約 231 万人） 

入所施設・医療機関：推計従事者数（約 88 万人）を７月 30 日の時点でファイ

ザー社ワクチンの２回目接種が完了した人数として接種施設から V-SYS に

登録された高齢者施設等従事者数の各月の人数比（ただし、４月の人数は５

月の人数に含める）に応じて全国値を按分し、さらに月別に按分された全国

値を市町村別に当該月の一般の人数比で按分することにより、市町村別に２

回目接種が完了した一般の人数の内訳と見なします。 

通所施設：推計従事者数（約 143 万人）を 10 月 31 日までにファイザー社ワク

チンの２回目接種が完了した人数として VRS に登録された高齢者数の各月

の人数比に応じて全国値を按分し、さらに月別に按分された全国値を市町村

別に当該月の一般の人数比で按分することにより、市町村別に２回目接種が

完了した一般の人数の内訳と見なします。 

上記の従事者数を市町村別・月別に合計し、小数点以下を切り上げた人数を各

月の前倒し対象者数とします。ただし、各月の人数が当該月の一般の人数を上

回る月については、当該上回る人数を翌月以降に繰り越して割り付けます。 

(2) (1)②に該当しないその他の高齢者及び一般の人数については、２回目接種が完

了した高齢者及び一般の各月の人数から、(1)②のそれぞれの各月の人数を控除し

た人数を内訳と見なします。 

(3) 職域接種で２回目接種が完了した人数については、８月１日の時点で２回目接種

が完了した人数として職域接種会場から V-SYS に登録された人数（約 145 万人）と

７月 31 日までに２回目接種が完了した人数として VRS に登録された人数（12 月 12

日までに登録されたデータでは約 117 万人）を都道府県別に比較して、V-SYS のほ

うが大きくなる場合は VRS の人数に都道府県の合計が V-SYS に合うように定率を

乗じ、小数点以下を切り上げて補正した人数（約 170 万人）を使用します。 

(4) (1)の全員を２か月前倒し、(2)のうち令和４年２月以降に２回目接種完了から８

か月後となる高齢者は２月から１か月前倒し、その他の(2)及び(3)は接種時期の前

倒しはせずに合計することにより、今般の前倒しを反映した令和４年３月までの接

種対象者数を推計します（全国で約 4,483 万人）。 

(5) ファイザー社ワクチンの３回目第１クール及び第２クール（新たに 12 歳に達す

る方の１・２回目接種に用いるワクチン分を除く）並びに武田/モデルナ社ワクチ

ンの３回目第１クールに分配されたワクチンで接種可能な人数（全国で約 4,142 万

人分）を(4)から控除して（ただし、０を下回る場合は０とする）、今回の追加接種

時期の前倒しにより、新たに令和４年３月までの追加接種が見込まれる人数を市町

村別に推計します（全国で約 376 万人）。 

 

２．令和４年４月の追加接種に必要なワクチン量について 

令和４年４月に追加接種の対象となる人数として、 

① 高齢者・一般の方のうち、職域以外については、１(4)の前倒し後に令和４年

４月の追加接種の対象となる人数（約 1,243 万人）を使用して、 

② 職域接種で２回目接種が完了した人数については、９月５日の時点で２回目接



種が完了した人数として職域接種会場から V-SYS に登録された人数から８月１

日の時点で登録された人数を控除した人数（約 477 万人）と８月１日から８月 31

日までに２回目接種が完了した人数として VRS に登録された人数（12 月 12 日ま

でに登録されたデータでは約 455 万人）を都道府県別に比較して、V-SYS のほう

が大きくなる場合はVRSの人数に都道府県の合計がV-SYSに合うように定率を乗

じ、小数点以下を切り上げて補正した人数（約 576 万人）を使用して、 

市町村別に対象となる人数を推計します（全国で約 1,818 万人）。 

 

３．各クールの都道府県別分配量について 

今般の配送では、上記１(5)の約 376 万回分と上記２の一部の約 124 万回分を合計

した約 500 万回分を武田/モデルナ社ワクチンで配分し、さらに上記２の一部の約 200

万回分をファイザー社ワクチンで配分します。 

 

 



ファイザー社ワクチン３回目第３クールの配分量について

No 都道府県
ファイザー社

３回目第３クール
PF3rd03

(追加配送分を含む箱数)

【参考】ファイザー社
３回目第３クール

PF3rd03
(11/17に示した箱数)

0 全国 8,566 6,834
1 北海道 338 284
2 青森県 88 75
3 岩手県 77 66
4 宮城県 155 126
5 秋田県 73 63
6 山形県 81 68
7 福島県 127 106
8 茨城県 183 146
9 栃木県 109 88
10 群馬県 135 104
11 埼玉県 431 345
12 千葉県 386 306
13 東京都 1,090 763
14 神奈川県 577 452
15 新潟県 160 134
16 富山県 69 58
17 石川県 80 64
18 福井県 55 44
19 山梨県 56 47
20 長野県 136 115
21 岐阜県 145 119
22 静岡県 224 184
23 愛知県 464 346

No 都道府県
ファイザー社

３回目第３クール
PF3rd03

(追加配送分を含む箱数)

【参考】ファイザー社
３回目第３クール

PF3rd03
(11/17に示した箱数)

24 三重県 119 98
25 滋賀県 90 69
26 京都府 173 145
27 大阪府 618 505
28 兵庫県 378 320
29 奈良県 96 81
30 和歌山県 72 58
31 鳥取県 39 31
32 島根県 44 36
33 岡山県 133 110
34 広島県 190 151
35 山口県 112 91
36 徳島県 56 47
37 香川県 63 51
38 愛媛県 96 82
39 高知県 51 42
40 福岡県 361 290
41 佐賀県 61 51
42 長崎県 99 82
43 熊本県 142 116
44 大分県 78 65
45 宮崎県 71 60
46 鹿児島県 109 93
47 沖縄県 76 57

別紙１

ファイザー社ワクチン３回目第３クールでは、全国で8,566箱を配分することとしています。これ
は、

（１）11月17日付け事務連絡で示した6,834箱に加え、

（２）1,732箱を追加配分し、これを４月に必要なワクチンの一部として、都道府県ごとの接種対
象者数で按分したものです。



武田/モデルナ社ワクチン３回目第３クールまでの配分量について

No 都道府県
武田/モデルナ社
３回目第１クール
TM3rd01(箱数)

武田/モデルナ社
３回目第２クール
TM3rd02(箱数)

武田/モデルナ社
３回目第３クール
TM3rd03(箱数)

0 全国 115,625 33,364
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

1 北海道 4,792 2,287
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

2 青森県 1,280 382
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

3 岩手県 1,122 414
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

4 宮城県 2,133 729
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

5 秋田県 1,070 260
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

6 山形県 1,144 254
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

7 福島県 1,789 561
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

8 茨城県 2,467 1,058
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

9 栃木県 1,488 653
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

10 群馬県 1,773 589
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

11 埼玉県 5,837 2,214
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

12 千葉県 5,177 1,870
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

13 東京都 12,907 3,183
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

14 神奈川県 7,646 2,146
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

15 新潟県 2,263 599
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

16 富山県 981 322
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

17 石川県 1,097 216
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

18 福井県 748 198
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

19 山梨県 798 225
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

20 長野県 1,957 502
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

21 岐阜県 2,012 307
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

22 静岡県 3,107 1,434
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

23 愛知県 5,836 1,911
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

No 都道府県
武田/モデルナ社
３回目第１クール
TM3rd01(箱数)

武田/モデルナ社
３回目第２クール
TM3rd02(箱数)

武田/モデルナ社
３回目第３クール
TM3rd03(箱数)

24 三重県 1,658 461
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

25 滋賀県 1,168 261
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

26 京都府 2,455 709
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

27 大阪府 8,547 1,746
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

28 兵庫県 5,412 1,133
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

29 奈良県 1,367 321
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

30 和歌山県 973 175
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

31 鳥取県 519 160
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

32 島根県 620 289
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

33 岡山県 1,857 395
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

34 広島県 2,557 803
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

35 山口県 1,540 288
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

36 徳島県 792 155
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

37 香川県 855 256
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

38 愛媛県 1,388 247
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

39 高知県 715 137
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

40 福岡県 4,899 1,063
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

41 佐賀県 862 108
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

42 長崎県 1,392 432
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

43 熊本県 1,969 386
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

44 大分県 1,104 262
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

45 宮崎県 1,018 278
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

46 鹿児島県 1,577 501
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

47 沖縄県 957 484
+第１クール残余

第１・第２クール
残余

別紙２

武田/モデルナ社ワクチン３回目第２クールでは、新たに、全国で33,364箱を配分することとし
ています。これは、
（１）初回接種の完了から８か月以上の経過を待たずに追加接種を実施する場合に必要なワクチ
ン量を都道府県ごとに推計し、

（２）さらに、これを４月に必要なワクチンの一部として、都道府県ごとの接種対象者数で按分
したワクチン量を加えたものです。

なお、武田/モデルナ社ワクチン３回目第２クール及び３回目第３クールでは、それより前のクー
ルで都道府県が配分しなかった残余のワクチンも配分されます。



追 加 接 種 用 ワ ク チ ン の 配 送 ス ケ ジ ュ ー ル

クール名称 納品数の登録
【医療機関】

割当て期限
【国】

割当て期限
【都道府県】

確定処理期間
（データロック）

【国】

割当て期限
【市町村】

確定処理期間
（データロック）

【都道府県】

納入予定の入力日
【ファイザー社】

３回目
第１クール

PF3rd01
3,519箱

約412万回分

10/21(木)～
10/31(日)18時

11/1(月)
12時

11/1(月)
20時

11/2 (火)
12時

11/4(木)
12時

11/4(木)
20時

11/9(火)
配送： 11/15週

& 11/22週～

３回目
第２クール

PF3rd02
10,908箱

約1,276万回分

11/15(月)～
11/26(金)15時

11/29(月)
12時

11/29(月)
20時

11/30 (火)
12時

12/1(水)
12時

12/1(水)
18時

12/6(月)
配送： 12/13週

& 12/20週～

３回目
第３クール

PF3rd03
6,834箱＋1,732箱

約1,002万回分
（約203万回分追加）

1/7(金)～
1/24(月)15時

1/25(火)
12時

1/25(火)
18時

1/26 (水)
12時

1/27(木)
12時

1/27(木)
18時

2/1(火)
配送： 2/14週

& 2/21週～

ファイザー社ワクチン

※配送に係る費用請求や支払の観点から、年度内の配送は3/14週までとする予定

別紙３



追 加 接 種 用 ワ ク チ ン の 配 送 ス ケ ジ ュ ー ル

クール名称 納品数の登録
【医療機関】

割当て期限
【国】

割当て期限
【都道府県】

確定処理期間
（データロック）

【国】

割当て期限
【市町村】

確定処理期間
（データロック）

【都道府県】

配送予定
【地域担当卸】

３回目
第１クール

TM3rd01
115,625箱

約1,734万回分

12/15(水)～
1/4(火)15時

1/5(水)
12時

1/5(水)
20時

1/6 (木)
12時

1/7(金)
12時

1/7(金)
18時

1/24週～

３回目
第２クール

TM3rd02
TM3rd01の残余

＋33,364箱
約500万回分追加

1/5(水)～
1/14(金)15時

1/17(月)
12時

1/17(月)
18時

1/18 (火)
12時

1/19(水)
12時

1/19(水)
18時

2/7週～

３回目
第３クール

TM3rd03
TM3rd01及び

TM3rd02の残余

1/17(月)～
1/28(金)15時

1/31(月)
12時

1/31(月)
18時

2/1 (火)
12時

2/2(水)
12時

2/2(水)
18時

2/21週～

武田/モデルナ社ワクチン

※配送に係る費用請求や支払の観点から、年度内の配送は3/14週までとする予定

別紙４


